
 平成２４年 ６月 ７日 

国土交通省中部地方整備局 

 

岐阜県不当要求防止対策連絡会の開催について 
 

 

１．概 要 

（１） 国土交通省中部地方整備局では、公共用地の取得業務において反社会的勢

力から不当要求行為等を受けることが少なくないため、中部地方整備局管内

各県の警察本部及び弁護士会と「不当要求防止対策連絡会」を平成２２年か

ら組織し、不当要求防止のための連携強化を図っています。 

（２） 岐阜県不当要求防止対策連絡会は、年度当初に定例会議を開催し、中部地方

整備局（用地部及び県内各事務所）、岐阜県警察本部、岐阜県弁護士会と連

携強化のための情報交換などを行っています。今年度は次により開催致しま

す。 

○ 開催日時 ６月１３日（水）午後１５時～１７時 

○  開催場所  中部地方整備局木曽川上流河川事務所             

       会議室(ダム統合管理所２階) 

○  出席者  岐阜県不当要求防止対策連絡会 構成員名簿のとおり       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．配布先  岐阜県政記者クラブ 

 

３．配付資料 岐阜県不当要求防止対策連絡会連絡体制図  

 

４．取  材  連絡会は非公開にて行い、取材は冒頭の挨拶までとします。  

 

５．問合せ先等 

    

 

 

国土交通省中部地方整備局 
    木曽川上流河川事務所 用地課 課長 風岡 清(内線：２３１) 
          電話番号 ０５８－２５１－１３２１ (代 表) 
               ０５８－２５１－１３２３（直 通） 

（去る５月２９日に開催された愛知県不当要求防止対策連絡会の模様） 

公共用地の取得業務に係る 

（警察・弁護士会と「顔の見える関係」を築いて連携強化）



役　　職 備　考

課長（警視）

調査官（警視）

課長補佐（警部） ○窓口

係長（警部補） （事務窓口）

課長

課長補佐 ○窓口

調整係長 （事務窓口）

木曽川上流河川事務所　用地課 課長 ○事務局

多治見砂防国道事務所　用地第一課 課長

　　　　　　〃　　　　　　　　 用地第二課 　　　　　　　　課長

越美山系砂防事務所　総務課 課長

岐阜国道事務所　用地第一課 課長

　　　　　　〃　　　　用地第二課　　　　　　　　　　　　　 課長

高山国道事務所　用地課 課長

新丸山ダム工事事務所　用地課 課長

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 課長

委員長 ○窓口

副委員長

委員

委員

委員

委員

専務理事 ○窓口
公益財団法人　岐阜県暴力追放推進センター

公共用地の取得業務に係る岐阜県不当要求防止対策連絡会　構成員名簿

組　　　　織　　　　等

岐阜県警察本部

岐阜県弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター

用地部用地企画課

刑事部組織犯罪対策課

中部地方整備局



選任弁護士との「覚書」
に基づく対応支援等

岐阜県警察本部
刑事部 組織犯罪対策課

所轄警察署

講習会 ・研修
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